
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三
五
四

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
五
四

公

告

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
五
五

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
五
五

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
六
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
市
町
村
の
広
域
連
携
の
支
援
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
大
沼
郡
三
島
町
大
字

宮
下
字
宮
下
三
五
〇
番
地
」
を
「
大
沼
郡
金
山
町
大
字
中
川
字
上
居
平
九
三
三
番
地
（
奥
会
津
振
興
セ

ン
タ
ー
）
」
に
改
め
、
同
表
吾
妻
土
湯
道
路
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

（
仮
称
）
福
島
県
立

西
白
河
郡
矢
吹
町
滝
八
幡
一
〇

（
仮
称
）
福
島
県
立
こ
こ
ろ
の
医

こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン

〇
番
地
（
矢
吹
病
院
）

療
セ
ン
タ
ー
整
備
工
事
の
監
理
に
関

タ
ー
整
備
工
事
の
監

す
る
こ
と
。

理
に
関
す
る
業
務
に

従
事
す
る
職
員

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
市
町
村
の
広
域
連
携
の
支
援

に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
二
年
六
月
三

十
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
伊
達
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト
保
原
店

福
島
県
伊
達
市
保
原
町
上
保
原
字
正
地
内
二
二
番
地
一

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
代
表
取
締
役

芳
野

秀
俊

（
変
更
後
）
代
表
取
締
役

石
山

博
英

三

変
更
し
た
年
月
日

令
和
二
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

令
和
二
年
六
月
十
八
日

五

届
出
を
し
た
者

エ
ム
エ
ル
・
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公

告

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年６月30日 火曜日 福 島 県 報 第117号354



【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

令和２年６月30日 火曜日 福 島 県 報 第117号 355

公
告
第
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

郡
山
市
河
内
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

清
算
人

遠
藤

喜
一

郡
山
市
逢
瀬
町
河
内
字
笊
内
一
一
一
番
地

同

栁
田

勝

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
日
室
一
三
〇
番
地

同

遠
藤

重
佳

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
屋
敷
二
〇
番
地

同

渡
邉

勝
行

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
屋
敷
一
〇
九
番
地

同

古
田

正
実

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
水
上
一
〇
〇
番
地

同

佐
藤

茂

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
屋
敷
一
五
四
番
地

同

古
川

榮

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
上
滝
四
一
番
地

同

今
井

良
一

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
屋
敷
一
〇
二
番
地

同

橋
本

広

同

市
逢
瀬
町
河
内
字
蔵
田
二
五
五
番
地
の
三

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
中
「
及
び
第
二
十
三
条
」
を
「
、
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
医
療
調
整
担

当
課
長
及
び
第
二
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
（
教
育
庁
を
除
く
。
）
の
項
中
「
昭
和

五
十
九
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
副
館
長
」
を
「
昭
和
五

十
九
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
館
長
及
び
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
副
館
長
（
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
お
け
る
副
館
長
を
除
く
。
）
」
に
、
「
昭
和
六
十

一
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
副
館
長
」
を
「
昭
和
六
十
一
年

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
館
長
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
副
館
長
（
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
お
け
る
副
館
長
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）
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